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茨城県央環境衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例 

令和６年４月１日 

条例第１９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準

用する同法第２０３条の２第５項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの（議

会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。）の報酬及び費用弁償の額並びに

その支給方法等について必要な事項を定めるものとする。 

（報酬） 

第２条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。 

２ 一般職の職員で常勤のもの及び茨城県央環境衛生組合を組織する市町（以下「関

係市町」という。）の一般職の職員で常勤のものが特別職の職を兼ねるときは、そ

の兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。 

（支給の時期） 

第３条 報酬が日額をもって定められている場合は、その職務執行のときに支給する。 

（費用弁償） 

第４条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償とし

て旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。 

３ 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、茨城町特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年茨城町条例

第６１号）の例による。 

（委任） 

第５条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



２ 

別表（第２条、第４条関係） 

区分 職名 報酬額 
旅費の額 

（相当する職） 

執行 

機関 
監査委員 日額５，０００円 副管理者 

附属 

機関 

情報公開・個人情報保護 

審査会の委員 
日額１０，０００円 一般職 

行政不服審査会の委員 日額１０，０００円 一般職 

 


